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研究成果の概要（和文）：本研究では、終戦直後の建築・都市計画法規検討が、①地方計画法の制定、②特別都
市計画法の制定、③都市計画法と市街地建築物法の改正、④土地法の立案といった4つの方針から進められ、
(ⅰ)都市周辺部の計画的介入を地方計画として制度化し、都市計画と関係を持って整備・規制を行うこと、(ⅱ)
都市計画法内に土地区画整理を位置付け基盤整備と規制の枠組みを一体的に運用すること、(ⅲ)建築法において
も単体規定のみならず、都市像を念頭に置いた積極的なゾーニングにより市街地像を調整・誘導する機能を高め
ること、 (ⅳ)市街地・農地といった土地の扱いについて法制定を目指す動きがあったこと、などを明らかにし
た。

研究成果の概要（英文）：This study examined building/city planning laws and regulations immediately 
after the end of the war, and clarified the following. These laws and regulations were studied from 
the perspectives of four different areas: (1) enactment of the Regional Planning Law, (2) enactment 
of the Special City Planning Law, (3) revision of the City Planning Law and the Building Regulation 
Law of 1919, and (4) drafting of the Land Law. 

研究分野： 都市計画

キーワード： 都市計画法　市街地建築物法　建築法　地方計画法　地方計画及都市計画法案　建築基準法　建築基準
法施行令

  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究では、これまで明らかにされてこなかった、終戦直後の建築・都市計画法規の検討実態を詳細に考察して
いる。終戦から戦後復興期にかけては、日本の建築・都市計画制度において、最も抜本的な改正議論がなされた
時期と位置付けられ、本研究から得られた知見は、戦前の両法の課題点を明確化することはもとより、現在の建
築・都市計画制度の成立背景と不成立事項など、制度史上の論点を抽出する意味で有益といえ、学術的・社会的
な意義がある。
中でも、①地方計画法の制定、②特別都市計画法の制定、③都市計画法と市街地建築物法の改正、④土地法の立
案といった4つの方針から戦後の建築・都市政策を進めようとした事実は意義深い。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 
 本研究の開始時は、市街地建築物法・旧都市計画法制定から 100 年が経過しようとするタイミ
ングであり、両法の成立過程・改正過程・次代の法制度の役割等を総合的に整理・検討する必要
があった。中でも、最も抜本的な制度改正が議論された終戦直後の両法の検討過程を明らかにす
る試みは十分には行われておらず、検討内容の体系的な整理と、両法の関係性を含めた正確な解
釈が求められていた。 
 具体的な状況を整理すれば、従来の建築・都市計画史研究では、こうした終戦直後の市街地建
築物法・都市計画法改正検討の検証が行われないまま、1950（昭和 25）年の建築基準法制定、
1968（昭和 43）年の都市計画法改正が大きな転換点と位置付けられてきた。この転換点におい
て、終戦直後に考えられていた建築法規提案に比べ、建築基準法が最低基準を求める消極的制度
であることが指摘され、建築基準法制定後の都市計画法改正が遅れたことで、集団規定の全面改
訂が 20 年近く実現しなかったことなど、学術的に厳しい評価がなされてきた。これらは、通史
の評価として間違っていないが、具体的にどのような規定が現行法制度に欠落しているのか、ま
た、どのような規定を採用するに至ったのか、という検討内容・規定内容に踏み込んだ理解がな
されないままであった。すなわち、具体内容に踏み込んだ、市街地建築物法・都市計画法改正検
討の体系的な再解釈を進めることで、現在も引き継がれている、建築基準法・都市計画法や関連
制度の課題点と見直しに向けた視点を得る研究アプローチが期待される状況にあった。 
 こうした学術的背景を受け、申請者は、戦後の新しい都市空間像を示す指標として作成された
戦災復興計画標準の検討過程を考察しつつ、実空間から土地利用計画等の指標が作成されたこ
と、これら戦災復興計画標準が目指す新しい空間像に即した制度となるよう建築法草案の検討
がはじめられ、建築法規から都市計画に対する提案がなされたことを明らかにしてきた。また、
都市計画法についても宅地法との関係から改正案が作成され、都市計画事業の意味合いが強め
られつつ、計画的な開発位置を決定するための区分が検討されていたことを明らかにしてきた。
しかしながら、都市計画法単独での改正や、特別都市計画法との関係性、その他の法規提案の内
容や市街地建築物法と都市計画法の関係考察は十分に進められていない状況にあった。また、建
築基準法制定時の議論など、具体の制度改変との比較考察も不足していた。 
 
 
２．研究の目的 
 以上の状況を背景とし、研究代表者の研究蓄積を引き継ぎつつ、終戦直後に検討された建築・
都市計画法規案の再整理と内容考察、建築基準法制定前後の両法の関係考察を進めることで、
1945〜1955（昭和 20〜30）年に検討された建築・都市計画法規の戦前からの継承性・断絶性・発
展性を明確化することを本研究の到達目標とした。すなわち、終戦直後から戦後復興期にかけて
提案・立案された建築・都市計画法規を体系的に再考することが本研究の目的である。 
 
 
３．研究の方法 
 本研究は、（独）建築研究所、東京都公文書館等に所蔵されている 1945〜1955（昭和 20〜30）
年に作成された建築法案・都市計画法案等の一次資料の収集・考察を基本としている。具体的に
は、以下の 3つのアプローチから研究を進めた。 
 
(1) 終戦直後の建築・都市計画法案検討の解明 
 これまで体系的な把握が行われていなかった終戦直後の建築法・都市計画法案の一次資料を
収集し、提案内容の把握と各法案の関係性の考察を進めた。また、この時代の法案検討を考察す
るにあたり、当時の重要な検討事項であった戦災復興事業への対応（計画標準・特別都市計画法
の検討など）や、関連法の提案内容との関係考察を進めた。 
 
(2) 建築基準法制定過程の明確化 
 終戦直後に検討された建築・都市計画法案を引き継ぎつつも、趣旨を変更し、制定された建築
基準法の検討過程を考察することにより、終戦直後の法規提案の変質と、制定された規定内容の
把握を進めた。具体的には、建築基準法検討前に作成されていた建築法草案で重視された集団規
定の強化から、建築の最低基準を示す法へと変化した要因の抽出を進め、建築基準法内の単体規
定・集団規定の位置付けを整理した。これに加え、建築基準法制定時の技術基準の検討過程の考
察として、建築基準法施行令の検討実態の明確化に取り組んだ。 
 
(3) 都市計画法改正に向けた検討内容の把握 
 上記の 2つの研究対象の把握・考察を行った後、建築基準法制定後に改正が予定されていた都
市計画法の改正提案の内容把握を進めた。 
 
 以上の内容を総合的に整理し、終戦直後の建築・都市計画法の改正検討と建築基準法制定時の
建築・都市計画法改正検討との関係を比較することで、戦後復興期の建築・都市計画法提案の体
系的な再解釈を進めた。 



 
４．研究成果 
 本研究では以下の成果が得られた。 
 
(1) 終戦直後の建築・都市計画法規検討の全体像把握 
 終戦直後、中央では戦前の都市政策上の課題、戦災復興事業実施に向けた課題の整理が進めら
れており、この中で、法制面についても、①地方計画法の設定、②特別都市計画法の設定、③都
市計画法と建築法の改正、④土地法の 4点が方針として示されていた。この 4つの方針に則り、
地方計画法、特別都市計画法、土地法の制定が検討され、市街地建築物法、都市計画法の改正検
討が進められていた。 
 最も早く検討が始められたのは、都市計画法の改正であり、ここでは、緑地地区や工場規制区
域といった新たな区域設定や建築規制区域における制限、土地区画整理事業の位置付けなど、戦
災復興の目指す空間像を実現するために必要な区域設定と事業推進を後押しする規定を都市計
画法内に位置付けることが目指された。その後、都市計画法改正だけでなく、都市間の調整や、
都市の拡大に対応するための地方計画を加えた地方計画及都市計画法案が作成されるに至って
いる。また、この地方計画及都市計画法案を理想案としつつも、都市計画法改正と広域都市計画
と位置付けられる地方計画の法制定を区分して進めるアプローチ、都市計画と地方計画を統合
した法制定を目指すアプローチの 2 つの方向から法制定の可能性が模索され、地方計画法の制
定と都市計画法の改正が関連性を持って議論されたことを解明した。 
 建築法の改正提案は、この都市計画法改正について、本格的な案を作成する地方計画法案及び
都市計画改正法案準備委員会の最中に作成されており、都市計画法の改正検討に刺激され、建築
法の抜本的な改正検討が始められていた。 
 当時の案をみれば、都市計画法改正検討において、市街地建築物法に位置付けられていた集団
規定の範囲を都市計画法に一元化する提案がなされており、建築法の検討においては、都市の外
周部に対する区域設定が含められるなど、市街地コントロールの位置付けをめぐる議論がなさ
れていた。特に、地方計画法案及び都市計画改正法案準備委員会は、都市計画行政、建築行政が
集う会合でもあり、この準備委員会の検討において、具体的な運用面の議論がなされ、都市計画
法規に市街地建築物法の地域・地区等を位置付けつつも、市街地コントロールの実体規定は都市
計画法規に移さず、市街地建築物法に残すことが、現実的な運用と結論づけられたことを示した。 
 なお、土地法については、研究的な側面から検討が進められ、関係の深い、都市計画法の改正
案も試案され、時限的なコントロール等が提案されたことを明らかにしている。 
 
(2) 建築基準法施行令の策定過程の考察 
 2019 年が市街地建築物法・旧都市計画法制定から 100 年を迎える年でもあり、記念出版・論
稿執筆、シンポジウム・研究集会への登壇を行なった。中でも、日本建築学会日本近代建築法制
100 周年記念活動支援小委員会として、日本建築センターが市街地建築物法制定 100 周年を記念
して出版した『日本近代建築法制の 100 年 -市街地建築物法から建築基準法まで-』の企画・執
筆に携わった。ここでは、建築法制に対する日本建築学会の役割として、建築基準法制定時の施
行令の策定過程を考察した。具体的には、構造分野においては戦後の新基準の運用を明確化し、
防火分野においても規定強化と、戦中・戦後の臨時基準を改める具体基準の作成が進められたこ
とを示し、都市計画分野では建築基準法で十分に議論がなされなかった用途地域等、法の不足を
議論する機会となり、建築設備や現場工事・危害防止に関しては、全国統一の技術基準について
網羅的な議論がなされるなど、小委員会ごとに状況の異なる検討が進められたことを明らかに
した。 
 
(3) 建築・都市計画法制の歴史的変遷の整理 
 このほか、建築基準法の改正過程、1950 年代の都市計画法改正案の収集・把握を進めること
ができ、日本建築学会市街地コントロール制度の体系と運用研究小委員会の活動として、市街地
建築物法適用六大都市の制度運用の実態考察にも取り組み始めている。また、日本都市計画学会
にて出版企画が進められている『都市計画の構造転換 -整・開・保からマネジメントまで-（仮）』
において、都市計画法の改正過程の整理を進めるなど、戦後復興期の建築・都市計画法の検討の
みならず、法制度の改正点の整理や各都市の運用実態に関する研究にも着手できており、研究対
象を拡大することができた。 
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